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教
育
委
員
会
で
は
、
児
童
園
の
適

正
な
運
営
を
図
る
た
め
、8
名
の
方
々

に
児
童
園
運
営
委
員
会
委
員
を
委
嘱

し
ま
し
た
。

町
に
は
、
浮
金
つ
つ
じ
児
童
園
・

羽
出
庭
つ
く
し
児
童
園
の
2
つ
の
児

童
園
が
あ
り
ま
す
。
少
子
化
に
伴
う

子
ど
も
の
数
は
年
々
減
少
傾
向
に
あ

り
ま
す
が
、
委
員
の
方
々
か
ら
、
1

年
間
、
い
ろ
い
ろ
な
ご
意
見
を
い
た

だ
き
、
児
童
園
の
よ
り
よ
い
運
営
を

目
指
し
ま
す
。

教
育
委
員
会
で
は
、
保
育
園
な
ど

の
幼
児
施
設
を
対
称
に
、
今
年
度
か

ら
「
苦
情
解
決
制
度
」
を
設
け
ま
し

た
。こ

の
制
度
は
、
社
会
福
祉
法
の
定

め
に
基
づ
く
も
の
で
、
幼
児
施
設
を

利
用
す
る
利
用
者
か
ら
苦
情
が
寄
せ

ら
れ
た
場
合
に
適
切
に
対
応
し
、
施

設
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
つ
な
げ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
施
設
は
、
町
立
保
育

園
、
児
童
園
な
ど
で
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
公
平
な
立
場
か
ら

ご
意
見
を
賜
り
、
苦
情
解
決
を
図
る

た
め
、
5
名
の
方
々
に
「
苦
情
解
決

第
三
者
委
員
」
を
委
嘱
し
ま
し
た
。

児童園運営委員会（5月11日）

苦情解決第三者委員委嘱（5月17日）

◆
問
い
合
わ
せ

小
野
町
教
育
委
員
会
教
育
課
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